
第 6 章  対 策と実施 方針 

■ ⽼朽化簡易診断 ■ 
 本計画の策定にあたって作成した「⽼朽化簡易診断票」を使用し、今後、必要と判断した施設に対し
て、所管課職員等が簡易的な施設点検を定期的に実施することで、不具合・危険個所の早期発⾒に努め
るとともに、予防保全につなげるものとします。 
 

■ 対策費用の試算 ■ 
 施設の⻑寿命化を検討するため、目標使用年数、改修時期等の考え方に基づきの概算費用のシミュレ
ーションを実施した結果、今後 34 年間の概算費用の総額では、⻑寿命化により約 91.4 億円（35.2％）
の費用縮減が図れる⾒込みとなります。これは、施設を⻑寿命化することにより、試算期間内での大規
模改修・建替え等が減少したことによる影響となります。 
 
＜改修時期のイメージ＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
＜⻑寿命化した場合のコストシミュレーション＞            ＜コスト比較＞ 

 

 

 

 

大河原町 企画財政課 
�989-1295 宮城県柴田郡大河原町字新南１９番地 

ＴＥＬ  0224-53-2112 
ＦＡＸ  0224-53-3818 

⻑寿命化により 
34 年間の費用縮減⾒込み額 
約 86.2 億円（37.2％） 

※一般的な建築物の耐用年数（築 60 年）
で建替える場合と比較した結果 

※数値は四捨五入しているため、合計が一致しない場合が
あります。 

更新費用   
34 年間総額（〜2055）︓145.7 億円 

年平均︓  4.3 億円 

34年間総額
現状規模のまま維持した場合 約232.0億円
⻑寿命化を実施した場合 約145.7億円
縮減額 約86.2億円
縮減割合 37.2%

⼤河原町個別施設計画 概要版 
令４年７⽉ 

第 1 章  計 画の概要 

■ 計画策定の背景と目的 ■ 
戦後から⾼度経済成⻑期に建築された公共施設は⽼朽化し、大規模な改修や建替えが必要となってき

ています。 
一方で、多くの地方公共団体は厳しい財政状況が続く中で、今後、⼈⼝の減少や少⼦⾼齢化の進展に

伴い、公共施設の利用需要が変化していくことが予想され、大規模な更新が⾒込まれる公共施設を現状
維持していくことは困難となってきます。 

そのため、⼈⼝や財政規模に応じた質・量ともに適正な公共施設の配置を実現するとともに、将来に
わたって持続可能な⾏財政運営を維持していく必要がある一方で、時代の変化や住⺠ニーズの⾼度化・
多様化への対応、災害対策の強化、環境への配慮など、安全・安⼼で暮らしやすいまちづくりとも整合
を図りながら、公共施設を総合的かつ計画的にマネジメントしていくことが求められています。 

本計画は、平成 28 年（2016 年）3 ⽉に「大河原町公共施設等総合管理計画」で定めた基本的な方針
に基づき、計画的かつ全庁的な公共施設マネジメントに取り組むために、個別施設ごとの現状と課題を
整理し、今後の方向性等を検討して、各施設の具体的な対応方針を定める計画として策定するものです。 

 
■ 計画の位置づけ ■ 

本計画は、公共施設等総合管理計画の下位計画として、国のインフラ⻑寿命化計画の体系における「個
別施設計画」として位置づけます。⻑期的な視点をもって、更新や⻑寿命化等の対策内容や実施時期、
対策費用等について、施設毎に指針を⽰します。 

 

＜計画の位置づけ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※学校教育施設、住宅施設（公営住宅）については、別途⻑寿命化計画を策定のため、本計画では対 

象外とします。 
 
■ 計画期間 ■ 

本計画の計画期間は令和４年度（2020 年度）から令和 37 年度（2055 年度）までの 34 年間とします。 
公共施設等総合管理計画の評価・⾒直し時期にあわせて、本計画も⾒直しを⾏い、公共施設等総合管

理計画との整合を図り、方向性を一致させて推進します。 
  

インフラ⻑寿命化基本計画 
（基本計画）【国】 

個別施設計画 
（建築系公共施設） 

個別施設計画 
（インフラ施設） 

個別施設計画 
（建築系公共施設） 

個別施設計画 
（インフラ施設） 

個別施設計画 
（企業会計施設） 

インフラ⻑寿命化計画 
（⾏動計画）【国】 

公共施設等総合管理計画 
（⾏動計画）【地方】 



第 2 章  公 共施設の 状況 

■ 本計画の対象施設数量 ■ 
 本町が保有する公共施設全体のうち、別途⻑寿命化計画を策定予定の学校施設等を除外した 86 施設
（延床面積 42,232.30 ㎡）を対象とします。 
 

＜計画対象数量＞ 
施設分類 施設数 建物数 

（棟） 
延床面積 
（㎡） 

面積割合
（%） 大分類 中分類 

社会施設 コミュニティ・文化施設 10 12 12,834.01 30.4 

スポーツ施設 2 2 5,898.90 14.0 

集会所 28 28 4,174.89 9.9 

医療保健福祉・⼦育て 
支援施設 

医療施設 1 1 284.86 0.7 

保健福祉施設 3 6 1,574.19 3.7 

⼦育て支援施設 5 6 4,148.11 9.8 

住宅施設 その他の住宅 2 2 170.00 0.4 

⾏政施設 庁舎等 8 12 10,926.28 25.9 

駐輪施設等 3 3 1,675.18 4.0 

備蓄倉庫 24 24 545.88 1.3 

 合計 86 96 42,232.30  100.0 

 
■ 築年数別整備状況 ■ 
 対象施設のうち、大規模改修が必要とされる築 30 年以上の施設は、延床面積で全体の 48.7％を占め
ています。 
 

＜築年数別整備状況＞ 
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＜築年数別整備状況＞

コミュニティ・文化施設 スポーツ施設 集会所 医療施設

保健福祉施設 ⼦育て支援施設 その他の住宅 庁舎等

（㎡） 築30年以上経過
20,570.90㎡（48.7%）

旧耐震基準（1981年以前）
9,041.81㎡（21.4%）

新耐震基準（1982年以降）
33,190.49㎡（78.6%）

大河原町役場 

総合体育館 

駅前コミュニティ 
センター 

第 3･4･5 章  公共 施設の状 況等の調 査･施設 カルテ･対策 の優 先順位の 考え方 

■ 公共施設の現状等の調査・施設カルテ ■ 
 個別施設ごとに利用・運営状況や修繕・⼯事履歴の調査、また簡易的な⽼朽化診断等を実施して、施
設の現状と課題を整理した上で、今後の方向性等について検討し、個別施設ごとの「施設カルテ」を作
成しました。 
 
■ 対策の優先順位の考え方 ■ 

本計画で⽰した個別施設ごとの今後の方向性を基に、施設の安全性・機能性・経済性・代替性・社会
性などの視点から、優先順位の考え方の方針を提⽰しました。 
 

＜施設カルテ＞（例）                      ＜優先順位の考え方＞ 
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